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Abstract

Act fbrEliminatingDiscriminationagainstPersonsWithDisabilities, a

domestic lawestablishedinresponsetoConVentionontheRightsofPersons

withDisabilities,hasitsbasicfiPameworkonthesocialmodelofdisability.The

modelconceptualizesdisabilitiesexistinginthe society, rather thaninthe

personhim/herself.Thepaperfirstexaminesfromthestandpointofatheoryof

thesocialselfhowthesocialmodelelaboratestheconcept(s)ofdisabilities,then

alSodiscussestheviewsonthecarefox･thosewithdisabilities

はじめに

障密者椛利条約やそれに対応して盤Miされた障害者差別解消法などの国内法は、障害の社会

モデルをその理論的･実践的な基盤としている。このモデルの眼目は、障害者の｢障害｣を個人

に内在するものとしてというより、社会的なものと捉えるところにある。私たちを｢私｣であっ

て｢私たち｣であるようなものとみる社会的自我論に依拠して小論では、社会モデルが障害をど

のように｢問題｣としているかを検討して陳杏の｢原理」について考察するとともに、社会モデ

ルをめぐる鍍論を参考に、障害にかかる｢ケア｣のありかたについてひとつの素描を試みる。

以下、 (1)医学・個人モデルとの対比で明らかになる社会モデルの基本的なスタンスをふま

え、 （Ⅱ）『障害｣とはマジョリティとの差異によってマイノリティが直面するものであるという

マイノリテイ原理を提示し、また(In)障害が文化や社会といった私たちのありようをうつしだ

したものであることを社会的自我論の観点から考察するとともに、 （Ⅳ)社会的自我論にもとづ

いてく自己と他者が「いつも、どこか」で｢さまざまでありうる｣ことをふまえて、 「いま、ここ」

で｢ありのままである」とともに｢そのままでなくありうる｣ことをめざす自己と他者のあいだ

の関係もしくは行為〉という｢ケア｣の概念を提起し、最後に(V)こうしたケアの概念と社会モ
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デルをめぐる議論とを重ね合わせて、私たち(i私たちl/『私l)のありようを問いなおす｢ケア｣の

ありかたについてその一端を素描する‘

1．障害の社会モデルの基本的なスタンスー医学･個人モデルとの対比

口遊具としての社会モデル

こんにち、世界的な潮流としても、また日本においても、 「障害｣をもっぱら個人の心身のあ

りように起因する医学的なものと捉える観点は、少なくとも規範的な理念としては'、また専門

家の観点としては2、すでに過去のものである。2006年に国連で採択され、 日本政府が2007年に

署名、2014年に批准した障杏者椛利条約(｢障害者の権利に関する条約｣)や、それに対応して整

備された1旗害者差別解消法(｢障害を理由とする蓬別の解消の推進に関する法律｣)などの日本

の国内法は、障害者差別解消法にもとづき定められた政府の基本方針(『障害を理由とする差別

の解消の推進に関する基本方針｣2015年2月24日間雛決定)に明記されているとおり、 「障害｣の

｢社会モデル｣という考え方を基本とするものだからである[DPI日本会雛2016:12ff.]･政府の

基本方針に記赦されているところでは、 「いわゆる｢社会モデル｣」とは『障害者が日常生活又は

社会生活において受ける制限は、身体障害、知的障害、精神障害(発達隙客を含む｡）その他の心

身の機能の障害(難病に起因する障害を含む｡）にのみに起因するものではなく、社会における

様倉な障壁と相対することによって生ずるもの」という｢考え方｣である。

社会モデルは、こんにち、障害者法制のみならず､ |環害学や障害者遮鋤の理論的･実践的な基

盤とされるが［トーマス2010: ｣11, ｣17][長瀬2000; llff.][星加2007:96]、英国や米国でたちあげ

られた障害学における社会モデル[socialmodel of(lisability]には、観点や焦点をめぐって

対立や相違をはらむさまざまなヴァージョンが存在し、そこから生みだされる見解･主張も瞼

者によって大きな差異がある[杉野2007: 113ff.]。それゆえ、フインケルシユタインやバーン

ズをふまえ川島がいうように、社会モデルそれ自体を『障害』にかかる体系だった『説明｣を可能

とする一つの｢理論｣とみることは困難である[川島2011:297f.] [川島2013:92f.]二

しかしながら、障害者の｢陣害｣を、たんに〈身体的･知的精神的な機能などにかかる）個人

の問題としてではなく、 （社会的障壁､社会的不利､社会的抑圧といった）社会の問題として検

討するというスタンスはさまざまなヴァージョンにおおむね共通しているといえる。社会モデ

ルは、そうしたスタンスにたつことで、 「障害｣の認識・分析ならびに『障害｣の解消のために、

(医学モデルを含む個人モデルなどの)従来の視点では得られなかった有意軽な知見や洞察に

到達することをめざすものである。フィンケルシュタインによれば、社会モデルは、そうした

目的のために、対象をさまざまな方法･条件の下で観察することが可能なようにしつらえられ

た｢道具jである[フインケルシユタイン2010:32] [バーンズ2011:92]。また、社会モデルを生み

だした障害者運勅や障害学は「当事者性」を本質とする［ダナファー2000:80f・] [星加

2007:22][杉野2014: 168][山田2018:172ff]．そうした経維をふまえれば、社会モデルは、障害

という「問題」を社会すなわち「私たち」のありようとの関わりで多面的に検討するための逆
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具とみるべきであろう。

口医学･個人モデル批判

こうした社会モデルのスタンスがどのような意瀧をもっているかは、医学個人モデルとの

対比で、すぐれて明らかになる。

「障害｣とはなにかということについては、冊10が提起した1980年のICIDH(|国際障害分類試案）

やそれを見直した2001年のICF(国際生活機能分類）がよく知られている。 ICIDHは、 「障害」を

impairment(インペアメント)/disability(デイスアビリテイ)/handicap (ハンディキャッ

プ)という三つの階層からなるものとする。ICIDIIのモデルは｢疾患･変澗が原因となって機能・

形態障害が起こり、それから能力障害が生じ､それが社会的不利を起こす｣というものであり、

このモデルは「障害を機能・形態障害、能力障害、社会的不利の三つのレベルに分けて捉える

という｢障害の階層性｣を示した点で画期的なものであった』といわれる[上田2002]oICIDHは、

ICD(国際疾病分類)の改定に合わせて補助分類としてⅦ0が作成したものであることもあって

[厚生労働省2002]、障害を(lisease(疾病)やdisorde,･(変調)との関わりで捉える。とくにICIDII

のいうimpail･Inentは、 「樅能･形態障害｣と訳されるように、 diseasc¥disorderと強く結びつ

けられている。

diSeaSe*disorderにせよ、 impairmentにせよ、個人にいわば内在するものを｢障害」の本質

とする見方を、障害の個人モデルと呼んでよいであろう。さらにそうした見方が医学的なもの

である場合は、それを医学･個人モデルと呼んでよいであろう。 ICIDHが提起した障害の三つの

階廟は、 disease*disordel'にともなうimpail'Inelltにもとづいて生じたdisabilityがhandicaP

になる、という図式で理解されるかぎり、医学・個人モデルの典型である3．このモデルは、た

とえば、網膜のある菰の欠狐で盲目であることから点字しか読めなくて就職しにくい、といっ

た図式で障害を理解するものである。 ICIDHでいえば、網膜の欠損によって盲目であるという

｢身体｣の生理学的な障害(機能･形態障害)がimpairmentであり、点字しか読めないという｢個

人｣の磯能的な障害(能力障害)がdisabilityであり、就職しにくいという｢社会｣的な障害(社会

的不利)がhandicapである、ということになる[星加2007:248f.][上田2005:8ff.]・

医学･個人モデルがいうように､個人の心身のdisease/disorder/impairmentにもとづいて

生じたdisabilityがhandicapになるのであれば、障害に対する支援の方策は、個人のありかた

に無点をおいて、第一雑的にはキニア(治療)やエンハンスメントといった心身へのコミットメ

ントというかたちで、次いでdisease/disol･de,･/impairmentが治癒/回復/改善しないのであ

れば、リハビリテーションなどの割||練によるdisabilityの軽減/解消[星加2007;年:38]やソーシ

ャルワークなどの援助によるhandicapの軽減/解消というかたちで、 I蹴害のある個人の環境へ

の順応を促すということになるだろう[バーンズ/マーサー/シェイクスピア2008:43]。こうし

た支援方策には、 （たとえば｢ノーマライゼーション｣による)handicapの全面的な解消や(たと

えば｢パリアフリー｣による)disabilityの部分的な解消[石川2000:39f.]が実際のところは

遅"々として進まない状況をふまえてやむをえないとされてきたところがあるのかもしれない。
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しかし、このような方策を障害への支援の基本とすることが、 ila!1dicapやdisabilityの社会に

よる解消のための制度改革や環境盤備の推進にネガテイヴにはたらく面があったことは否定

できないであろう。

そういうなか、障害者権利条約や障害者基本法(2011年改正)、陳害者差別解消法等がもとめ

る｢合理的配慰jという考え方は、handicapをただちに全面的に解消することができないとして

も4、個別具体的に社会的障壁としての『障害｣に直而しているひとの｢障害｣の解消に私たちが

努めるという支援方策の方向性の娠換を迫るものである。たとえば障害者差別解消法は「全

ての国民が､障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊亜し合いな

がら共生する社会の実現』を目的とし、障害を理由とする差別の解消の推進への符与は｢国民

の責務｣であるとする。

こうした転換の理論的･実践的な基盤となった社会モデルが提起するのは、先に述べたよう

に、 「障害｣の本質を、個人にかかるものとしてのimpai,･ment(心身のありようが異なるとされ

ること)にではなく、当事者の周りにある環境、すなわち社会(私たち)のありかたに起因する

disability(なにかができなくされていること)やhandicap(バリアがあたえられていること）

に焦点をおいて検討することである‐

□impairmelltという問題

とはいえ、社会モデルというスタンスをとるにしても、障害と社会との関わりについての知

見や洞察、 とくにimpail-mentの扱いについては騰者･立場によって見解や主張が異なる。たと

えば、オリバーが｢障害(disability)は完全に､もっぱら社会的なものであり…・・自立の妨げ

(disablement)は身体とはなんら関係ない｣［トーマス2010:48]という場合のように①社会との

関わりを障害の必要十分原因ととる立場や、陣害と社会的なもの以外のもの（とくに

impairment)との関わりを認める立場がある。後者には、②｢生物･心理･社会的｣アプローチを

とるために医学モデルに社会モデルを統合したというICFのような立場[WHO2002:18]や、③『イ

ンペアメントの社会モデル｣のように｢特定の社会的･文化的文脈によって規定されている」も

のとして(身体やその機能にIHlわる)impairme''tを障害に包含する立場[田中2007:41] [田中

201320ff.］などがある。

①と②は｢医学モデルに対抗して生まれた｣という点では同様であるともいわれるが[佐藤

2013: 121]、 「個人の生活機能jを｢健康状態と背最因子(環境因子と個人因子)との相互作用」と

みるICFについては、 「相互作用」という言い方で実践レベルでの｢社会｣を緩小化し社会におけ

る｢差別と抑圧｣を『覆い隠してしまう」といった点で社会モデルと削儒をきたすものであると

の批判がある[城戸20125124ff.]。また①のように社会との関わりを障害の必要-1-分原因とす

るなら、社会的でないとみなされるようなiml)airmentは問題ではないということになる[川島

2011 296f][飯野2011:268ff.]・そのようにiInpail･mentを峰視することについては、 「インペア

メントに伴う<捕み>等の主観的経験の軽視｣、 「体験の多様性の軽視｣、｢アイデンティティと文

化の軽視｣につながるといった批判がある[田中2007:36H.1｡
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他方、 impairmentに焦点を当てることについては、結局のところ医学.個人モデルへの回帰

や蔽歩ということになるのではないかという危倶がある［田中2007:40][ヒューズ2010: 109]

[飯野2011 :261ff.]｡たしかに社会モデルは､個人的なものとみなされてきたimpairmentと切り

離すことでdisabilityを社会的なものとして描きだすことに成功したのであった。しかし

disabilityを、 impairmentと切り離さなくても､たとえばimpailmentの社会性や社会との関わ

りを明らかにするといったかたちで､社会的なものとして扱うことは可能である。そして

impairmentが私たちのありかたにおいて｢問題｣となっているのであれば、社会モデルがそれを

検討の対象としないことには理由がない[バーンズ/マーサー/シェイクスピア2008t93] [星加

2007;311]･

ロ原因と責任という問題

また、社会モデルには｢社会的責任の範囲を明示した点に真価がある｣[杉野2007:116]といわ

れるように｢責任｣という概念は社会モデルのキーワードとみなされている。しかし、その含意

については留意が必要である。「障害jをめぐる因果関係を｢冊資｣に結びつくものとするのには、

原理的にも個別具体的にもさまざまな困難がある。そもそも因果関係があることと責任関係が

あることは必ずしも同じとはいえない[川島2013:95ff.]。そこで、責任を問えるような不利益

を生みだした原因としての(行為や意図の)主体はどのような｢私たち｣もしくは｢私｣なのかを

同定しようとしても[川越2013]5、どのような結果もそれが不利益か否かは文脈によって決ま

ることもあいまって[星加2007:109]、明確な同定が可能となるケースはむしろまれといわざる

をえない。

それゆえ､障害の責任は社会に帰屈するというテーゼは、因果関係に関する認餓をふまえて

原理的／個別具体的に妥当に導出されたというより、障害の帷減/解消に有意義であるという

実践上の効用をふまえて要誠されているものだと考えるのが順当であろう[星加2007;56ff.]･

社会が障害にかかる問題を解決するにあたって根拠とすることが有意義なものを探索するこ

とが道具としての社会モデルのありかたであるならば、根拠とされるのは、 「責任｣ではなく正

義や権利あるいは｢社会の効率性｣[川越2013:71]といったものであってもよいということにな

る。

Ⅱ､問題としての障害一マイノリテイ原理

口障審の原理

次に、社会モデルをめぐる雄騰を参考に、handicap/disElbility/impairmentがなにゆえに

「障害』6となるか、すなわち障害の「原理」について考察する。そもそも社会はなにゆえに社

会的不利や社会的抑圧につながる社会的障壁を生むのか。社会を椛成する私たち（｢私たち｣／

｢私』）のありようはさまざまである。その差異がマジョリテイ（多数派>とマイノリテイ(少数

派)というかたちをなすとき、私たちが生きる場は(意識的にせよ無意識的にせよ)マジヨリテ

イにあわせて柵築されてしまうことになっているのではないか。同じimpairmentを有するひと
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が大半を占める｢障害者の村｣という獅話が裏返しに示唆するように[星加2007:103f.] [オリ

バー2006:40-49] [フインケルシユタイン201031] 、マジヨリテイを中心に僻築された社会に

おいてマイノリテイであることで障害者は社会的に柵築された障壁に直面し不利や抑圧をこ

うむる（｢障害のあるひと｣になる)のである。すなわち、マジョリティとの差異がマイノリテイ

にとっての社会的障壁／社会的不利／社会的抑圧としての｢障害｣を生む。それゆえ「障害は個

人の問題ではなく、…･マイノリテイ(少数派)の人々を社会がどう処遇するかという社会の

問題である」ということになる[オリバー/サーペイ2010;18]。こうした見方を障害に関するマ

イノリティ原理と呼ぶことにしよう （ここでの『マイノリテイ」とは､なんらかの要件なしの文

字通り｢少数派｣ということのみを意味する） ，

口位相としてのimpairment/disability/handicap

「障害｣が社会的なものであるということの意味は、社会モデルをマイノリティ原理で補足す

ることで、すぐれて明らかになる。オリバーが国勢澗迩の個人モデル流の訓査項目について社

会モデルにもとづく言い換えを提示しているのにならって[オリバー/サーベイ2010:78ff.]

[バーンズ/マーサー/シェイクスピア2008:46ff.] [星加2007:47ff.]、 disabilityを個人的な

ものから社会的なものへと捉えなおしてみよう。先の事例でいえば、医学個人モデルでは個

人にかかるdisabilityとされていた｢点字しか読めない｣ことを｢読めるものが限られている」

という社会にかかるdisabilityと捉えなおすことができる。 「点字しか銃めない｣盲者に｢読め

るものが限られている｣のは見者を中心に社会が環境を柵築しているため、すなわち盲者がマ

イノリティであるためだからである。それゆえ｢読めるものが限られている」というdisability

の軽減/解消の可能性は、 「就職しにくい｣というhandicapの軽減/解消と同梯に、私たちの社会

のありようにかかっているとみることができる．また、disabilityがこのようなものであれば、

impairmentとの結びつきは必然的なものとはされない。職めるものが限られている｣ことの軽

減/解消は｢盲目である｣ことの軽減/解消なしに可能だからである。 さらにいえば、 『盲目であ

る」ことが『読めるものが限られている｣ことに結びつかないのであれば、 「網膜のある種の欠

損｣は｢発見｣される必要がない。

仮に、私たちの社会が、古来、盲者が圧倒的なマジョリティであるような社会であったとす

れば、盲者であることは、就職がうまくいかないというhalldicapや、読めるものが限られてい

るというdisabilityに直結することはなかったであろう。また、そのとき、盲目であることが

impairmentとみなされることもなければ、網膜の形状がその社会においてはまったくのマイノ

リテイである見者と異なることがdiseaseやdisorde1･とみなされることもなかったであろう。

マイノリティ原理の要諦は一言でいえば私たちの社会においてマイノリテイであるか／マ

ジョリテイであるかが、障害があるか／障害がないかを決す-る、ということである。マジョリ

ティとの差異によってマイノリテイが向きあうことになる障壁／不利／抑圧が｢障害｣と呼ば

れるものとなる。そのような障壁／不利／抑圧が、個人においてはdisabilityという｢障害』と

なり、社会においてはhandicapという｢障害｣となる。 iml)airmentが｢障害jとなるのも、それが
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マジョリティとの関わりで障壁／不利／抑圧となるときである7。したがって、マイノリテイ原

理で補足された社会モデルでは、 iml)airlnent/disability/handicapは、 ICTDHのいうような

「階層」ではなく、私たちにおけるマジョリティとマイノリティの差異にもとづく障壁／不利

／抑圧としての『障害」の「位相」であるということになるであろう。個別具体的なimpairment

/disability/ilalldicaPはいずれもなんらかの社会的な障壁／不利／抑圧の具現したもので

あるがゆえにしばしば相互に密接に結びついているのである。

□｢障害｣と私たちのありよう

このように社会モデルによれば｢障害｣は私たちのありようをうつしだしたものである。ただ

し、 impairmentが｢私たちjのものとしても「私｣のものとしても表象され、 disability¥

handicapが｢私たち｣におけるものとしても｢私｣におけるものとしても表象されるように、問題

としての『障害｣は｢私たち」という社会もしくは『私｣という個人のいずれかに｢実体jとして内

在しているわけでない。これは､Ⅲで社会的自我論にもとづいて明らかにするように､｢私たち」

も｢私｣も実体としてというより自己と他者によって織りなされる関係として存在するものだ

からである。

また、障害を解消するために社会モデルは私たちのありかたを問いなおすことをもとめる。

ただし、こんにち私たち(｢私たち｣／『私｣)がさまざまであることそのものを変えることは良か

れ悪しかれ困難である。 したがって、現実的には、私たちは、マジョリテイとマイノリテイの

固定化された関係を脱構築すべく私たちの差異に配慮するというかたちで、私たちのありかた

を問いなおすしかないであろう。ノーマライゼーション、バリアフリー、合理的配慮といった

障害者支援の方簸は、理念としては、私たちのありようが差異に配慮してさまざまなものを包

摂しながら安定したものとなることをめざすものである。そうした理念のために椛想されなけ

ればならないのは、 「私たち｣が自己と他者によって柵成されているように、私たちの社会を

｢｢私たちも彼らも存在する」1つの社会としてとらえる枠組み｣[好井2009:158]である。

Ⅲ社会的自我論からみた社会モデルー文化モデルとの対比

口社会的自我論の基本的観点

さて、私たちはそもそもどのような存在構造を有しているのか。ここで、小瞼が依拠する社

会的自我論の観点を確認しておこう。G.H･ミードの思想に代表される社会的自我論によれば、

私たちは、自己と他者との関わりのなかで(いわばなんらかの｢私たち｣であることで)、自我を

もつ(いわば『私jとなり『私｣である）ものである。すなわち、私たち人間は「私たち」であるこ

とによって｢私｣である、というのが社会的自我論の韮本的な観点である[小柳2009]･人間は、

そのような社会的自我、言い換えれば｢私たち｣であって｢私｣であるような｢私一たち』（と小柳が

呼ぶようなもの)であるがゆえに、 さまざまな他者との|側わりで原理的にはさまざまなもので

ありうる(原理的多様性をもつ)とともに、具体的な他者のとの関わりで現実的にはなにものか

である(現実的具体性をもつ)、 という存在概造をもつ。

71



先端倫理研究第15号（2021）

こどもの遊びが遊戯[play]から競技[game]へと発展していくなかで｢自我｣が狸得されてい

くというプロセスに、そうした構造は端的にうつしだされている[小柳2009:76ff.]・ミードの

いう｢他者の態度の取得[taketheattitude(s) oftheothel･(s)]」という概念で説明すれば、

ままごとのような遊戯の段階においてこどもは断片的に他者の態度をとりいれてままごとに

興じる。それゆえこの段階におけるこどもの態度はとりとめのない他愛のないものであり、そ

こに碓固とした自我を見いだすことは難しい。それに対して、野球のような競技においては、

チームの他のポジションの仲間たちすべての態度をその相互関係も含めて組織的にとりいれ

ることができて、つまり｢一般化された他者[generaliZedoti'er]｣の態度を取り入れることで、

はじめて、さまざまにふるまいながらファーストならファーストとしての一貫したふるまいが

できる。自己を認識し自己を発揮するといった自我が見いだされるのはこのような段階におい

てである。

ミードの議論では、 「一般化された他者｣の態度は、競技であればチームの態度とされている

が、私たちが鏡技に参加するためにはたんにチームの態度ではなく、相手チームも含めて競技

に関わるすべてのひとの態度をとりいれることができなければならないので、一般化された他

者もそのようなものと考えられるべきである[小柳2009:83f・]。これが、私たちが「私たち」で

あることによって｢私｣である際の｢私たち』である。「私｣が「どのようなものになるか」「どのよ

うなものであるか」 「どのようなものでありうるか｣は、 「私たち｣を構成する他者との関わりに

かかっている。

ロ社会的自我論からみた社会モデル

障害の社会モデルは、このような｢私たち｣を｢社会｣と捉えるものといえるであろう。私たち

がどのようなhandicapをもつかは、 (i)｢私たち｣がどのようなものであるかにかかっている。

また私たちがどのようなdisabilityをもつかは、 （Ⅱ）｢私たち｣と｢私｣がどのように関わってい

るかにかかっている。 (i)も(ii)も変えられるのでなければ社会モデルには実践的な意味がな

い。パリアブリーで部分的に、またノーマライゼーションというかたちで普遍的一般的に環

境整伽をおこなうことは(i)を変える努力と、種,々の合理的配慮というかたちで個別的・具体

的に障壁を除去することは(1)を変える努力と、みなしてもよいであろう。こうした努力がど

れほど実質をあげているかという点については、それを必要とする当事者と、必要と意識する

必要すらないもの(自身の立場を自覚する必要さえない｢1'obo(ly｣[石川2000: 412]としてのいわ

ゆる｢健榊者｣）とでは、解価が異なるであろう。社会的な障壁／不利／抑圧が存在するとはそ

ういうことでもある。バリアフリーには少なくとも｢誰にとってのバリアフリーかを問うこと」

でマジヨリティとマイノリテイとの｢非対称な関係性｣を「媒点化」するという意雑がある[星

加2007:269]･ノーマライゼーシヨンにせよ、バリアフリーにせよ、合理的配応にせよ、その実

施にあたっては社会的資源の配分といったかたちで大なり小なり「私たち｣のありかたが問い

なおされざるをえない。バリアフリーや合理的配慮は、社会的な障壁／不利／抑圧の解消に向

けた非対称の是正のわかりやすい方途であるがゆえに、ことによると私たちにおける障壁／不
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利／抑圧をうかびあがらせる試金石となるだろう。

□ろう文化という文化モデル

他方、私たちが「私たち」であることによって『私｣である際の｢私たち｣を「文化」と捉える

考え方がある。 『ろう文化宣言jに代表される障害の「文化モデル」である。 「ろう文化宣言｣に

おいて、ろう者は、みずからを「手話という独自の言紹、固有の文化、 自分たちの歴史、独特

のライプスタイルを共有する文化的･言語的少数者」と「自己規定｣し、そのような｢カルチュラ

ル･アイデンティティ」のもとでは｢ろう」であることは｢祝佃されるべきこと｣であるという[石

川2002;29]。こうしたカルチュラル･アイデンティティもしくはエスニシテイを、自身がより

どころとする｢私たち｣性とするのが｢文化モデル｣である。これはマイノリティという『解釈枠

組み｣を利用して『ろう」というimpairmentに付与された『否定性｣を反転させる｢障害の｢否定

性』への挑戦』でもある[星加2007:306f.]。それゆえ、 「ろう者は．…･障害者と同一視されるこ

とに抵抗する｣[バーンズ/マーサー/シェイクスピア2008:265]といわれるのであり、 「ろう」と

いうimpairmentが否定的な表象として｢障害｣とされること自体が否定される。「ろう文化宣言」

の提唱者のひとり木村によれば、ろう者は｢自分たちは『ろう者｣であって｢障害者ではない｣と

主張している』のであり、 「『ろう文化｣が『障害学｣の枠でとらえられるのか｣についても疑問や

違和感を呈さざるをえない[木村2000:120ff.]･

ろう者のようなマイノリティによって文化モデルが主張されるのは、私たちの社会において

マイノリティの｢私たちj性がマジョリテイの｢私たち｣性による浸食の脅威につねにさらされ

ているからであり［小柳20099 182ff.］、またimpairmelltを介して自分たちの｢私たち｣性が自分

の｢私｣性の本質的な部分をなしているからである。

口文化モデルによる社会モデル批判

したがって、文化モデルの立場からすれば、 自分たちのエスニシティをこえて普遍的･一般

的にノーマライゼーションやパリアフリーがすすめられることは必ずしも望ましいことでは

ない。むしろ(i)｢私たち』がどのようなものであるかが自分たち以外の｢私たち』によって阻害

されたり包摂されたりすることは抵抗すべき脅威である。この立場では(n)『私たち｣と『私｣が

どのように関わっているかは、自分たちの『私たちj性との関わりではdisabilityに結びつく問

題とはならない。問題となるのは(Ⅲ)｢私たち｣と別の｢私たち｣がどのように関わっているかで

あり、 自分たちが自分たちなりの『私たち｣であることの耶砿を文化モデルはもとめる。

たしかに私たちがナショナリティやその延長線上にあるグローバリズムに回収されてしま

うときそうであるように､社会モデルには、どの｢私｣でもなければ､どの｢私たち｣でもない、個

別的･具体的にはどこにもいない抽象的･標地的な｢だれか｣にだけに焦点をあててしまうこと

になる危険性がある[小柳2009: 183]・社会モデルが前提とする「私たち」のそのような普

遍性が妥当なものかどうかを文化モデルは間うているといえよう。ポストモダンと

もいわれるいまや私たちと違う「私たち｣や｢私｣が「いつも、どこか｣で存在すること

は明らかなので、文化モデルによるこうした批判は､社会モデルにとって回避できな
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い本硬的なものである。社会モデルは（Ⅱ）を問うにあたって<ni)を問わざるをえな

い。

口別の｢私たちjの含意

(iii)における「別の「私たち」」には二つの意味合いが考えられる。ひとつには、 「別

の｢私たち」」とは、私たちと文化や来歴を異にする（エスニシティを異にする）ひとた

ち（｢彼ら」）のことであり、 もうひとつには、 「別の｢私たち」jとは、私たちの『いま、

ここ」とは異なる別のありかたのことである。この二つはいずれも、私たちが私たち

のありかたを問いなおす際のよりどころとなりうるものである。そして両者は、前

者をうけいれるために後者を構想し､後者を構想するために前者をうけいれる、とい

ったかたちで、表裏一体にそのありかたを問うことができる。

いずれにせよ、 (i )「私たち」がどのようなものであるか、 (ii )「私たち』と「私｣が

どのように関わっているか、 （Ⅲ）「私たち」と別の｢私たち」がどのように関わってい

るか、 といった問題はアプリオリにシンプルな整理を許さないものである。社会モ

デルや文化モデルをめぐる議論は、私たちが｢私たち」のありようをふまえて「私｣で

あること、 また、 『私たち」のありようが、すなわち自己と他者の関わりが、原理的

にも個別具体的にも問いなおされうるものであることを理論的・実践的に明らかに

したともいえよう［小柳2009:186]｡

ロユニパーサル･モデルとマイノリティ・モデル

文化モデルと社会モデルの対立といくらか重なりあうかたちで、社会モデルには

マイノリティ・モデル対ユニバーサル･モデルというヴァージョン川の差異・対立が

ある。マイノリティ・モデルは、社会がマジョリテイにあわせて柵築されているがゆ

えにマイノリテイが直面する障壁/不利/抑圧を「障害」とするものである。川勘によ

れば、マイノリティ・モデルは、障害者と非障害者を赦然と分かつ『固定化された二

分法的な障害観」にもとづき、障害の解消の責任をマジョリテイに課すものである

[川島2008:90]。それに対してユニバーサル･モデルは、 「障害者｣には全体としても

なんらかの分類をおこなっても人種や民族としてのマイノリティのように自分たち

を同定する「一体化した文化、言語又は経験｣がなく8、むしろ一時的なものも含めれ

ばだれもが障害をもつ危険にさらされていることをふまえ、「障害とは偏在している

もの」と考え、 「障害者の範囲を万人にまで広げて、万人の差異に配慮する責任を社

会に負わすという普遍的な政治戦略をとる」ものである[川島2008:85ff. ]

ユニバーサル･モデルの主張がこのようなものであるとすれば9、そこにはいくら

か難点がある。まず、障害の偏在が｢だれもが障害者である」ことを意味するとすれ

ば、 このモデルは、だれかが配慮を必要とする障害を有することになるのはなぜか

について示唆をあたえることができない。そうした示唆は障害者を限定することに

なるからである。しかし、障害をどのように有するかを認識することなしに必要な
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配慮をもとめることはできない。また、障害の偏在が｢だれもが障害者となりうる」

ことを意味し、このモデルが｢だれもが配慮をうける資格がある」というのであれば、

その資格が有効となる要件が示されなければならない。そのとき、医学･個人モデル

のようにiInpairmentを要件にしなくても、また障害者を固定化されたマイノリティ

とみなさないにしても、たとえば社会においてマイノリテイとみなされた位相にお

いてだれもが配慮の資格を有することになるといったかたちで､マイノリテイ・モデ

ルと同様に、マイノリティ原理にもとづいて要件を普遍的に規定することは可能で

ある。

Ⅳ社会的自我瞼の観点からみたケアの概念

口自己と他者のあいだの関係もしくは行為としての「ケア」

自己と他者との関わりを私たちの本質とみる社会的自我鏡の観点や、自己と他者との関わり

を問いなおすという社会モデルのパースベクテイヴは、 「ケア」という概念と親和的なもので

ある。そもそも、森村がいうように、私たちが｢ケアjという概念と出会うのは、 「私たちは、一

人で生きることはできない｣｢生きることが、そのまま<他者>へと影響していくかぎり、私たち

はく他者>との関わりの中で生きていくしかない」ということを前提としてのことである[森村

2000:83]。そして、公正の原理にもとづく｢権利の道徳｣を掲げる従来の男性的な倫理観に対抗

してギリガンが自己の関わる世界や人間関係に応答する責任や溌務を正視する｢ケアの倫理」

を提起したように[田中2012:第9章]、現代ケア論の先駆者たちはケアの概念によって自他のあ

るべき関係の改編をもとめたのである。

もちろん、理論的・実践的に有力な概念の常として、 「ケア｣という概念もまた多義的かつ騰

争的なものである。たとえば「医療看謹福祉､介謹、そして日常生活といった種々の文脈」

で『支援、世話、手助け、配慮、気配り、手入れ等jといったさまざまな意味合いで使われてい

る[高橘2008?3f・]･商橘は、こうした状況やケア飴の系譜や展開をふまえ、 「ケアとは、援助を

必要とする人が発する要求に対して援助者が熟慮をもって応え、その応答が援助を必要とする

人に受容されるときに成立する関係あるいは相互行為であるj[商橘2008:21]というコケアの

概念のこのような整理は、 「援助｣がおこなわれる現場における｢行為｣や『関係』を、自己と他者

による相互補完的なものとみる点で、社会的自我論の見方とも相通じるものである。

他方、現代ケア論には、行為や関係としてのケアの前提でもあり目的でもあるような人間も

しくは自己と他者のありようについての見方があり、有名なメイヤロフのケアの規定にそれは

端的に示されている。メイヤロフによれば、ケアとは、ケアされるものを『自身が本来もってい

る権利において存在するもの』と認め｢成長しようと努力している存在｣として尊重するもので

あるとともに、ケアするものもまた｢他の人々に役立つ｣ことによって｢自身の生の其の意味jを

生きることになるものである[メイヤロフ1993:13ff.]。

ここで謡られている人間のありかたは、ケアという行為のスタートラインとしてある程度実
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現されていなければならない自己と他者の関係を示すものであるとともに、ケアという行為の

ゴールとして実現が目指される自己と他者のIMI係を示すものでもある。こうした関係がまった

くなければケアという行為は不可能であり、こうした関係が完全に実現しているならばケアと

いう行為は必要とされないであろう。したがって、ケアという行為の成否や是非はそうした関

係がどの程度実現しているかという程度の間魍であるということになる。

□『ありのままである」ことと｢そのままでなくありうる」こと

さて、 「自身が本来もっている椛利において存在するもの｣と昭め｢成長しようと努力してい

る存在｣として尊亜するとはどういうことか。これは、ひらたくいえば「ありのままである｣こ

とを認め『そのままでなくありうる」ことを帥虹する、 ということである。さらに便宜上、ソフ

ィスティケイトされたラベルを貼るとすれば、これは個性と可能性を育むということである'0。

もちろん､ありのままである個性と、そのままでなくありうる可能性とは、しばしば相反する。

教育や福祉の現場において､ひとを支えるにあたって、なにを指標とすべきかが問われるとき、

そうしたアポリアの前に立たされることはさけがたい。端的にいって、なにものかになること

は、なにものかでなくなることだからである。

では、 「ありのままである｣ことと「そのままでなくありうる」こととの関係をどのように考

えたらよいのか。社会的自我論の観点からいえば、私たちが『ありのままである｣ことも、 「その

ままでなくありうる」ことも、他者との関わりで｢さまざまでありうる」ことによるものである。

社会的自我鈴によれば、私たちは、一個別具体的な他者との関わりで、なにものかとなり、な

にものかである（という現実的な具体性をもつ)とともに、それ以外の他者も含めてさまざまな

他者が存在するがゆえに、そのような現実的な具体性に拘束されることなく、さまざまなもの

でありうる（という原理的な多様性をもつ)－というかたちで、 自我を有するのであった[小柳

2009:72ff.]｡

□｢いま、ここ』と「いつも、どこか｣で｢さまざまでありうる」こと

私たちがこうしたありようを有するのは、私たちがひろがりのある時間軸空間軸を生きて

いるからでもある。私たちは、 「いま、ここ｣の現実において個別具体的な他者との関わりのな

かで｢ありのままであるjときも、原理的には別の個別具体的な他者とともに｢そのままでなく

ありうる」のであり、多様な他者が存在するがゆえに(｢いま、ここ｣も含めて)｢いつも、どこか」

で｢さまざまでありうる｣のである'1°このような自己と他者との関係は､社会的自我論によれば、

私たちのだれもが有する相互補完的なものである。こうした自己と他者の｢相即的存在櫛造｣の

もとで、自己が原理的に『さまざまでありうる｣ことも、現実において｢ありのままである」とと

もに｢そのままでなくありうる｣ことも、他者がそのようなものであることと表裏一体に可能と

なっているのである。メイヤロフがいうように、ケアす-るものが｢他の人々に役立つ｣ことによ

って｢自身の生の真の意味｣を生きることになるのも、ケアするものとケアされるものとのあい

だにそうした存在柵造があるからだと考えられる。 ［小柳2009: 124ff]

ここで誤解のないよう繰り返すと、砿要なのは．自我に対して、他者とともにある社会過程
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が時間的論理的に先行すると主張する社会的自我論の観点では、私たちが｢いま、ここ｣で｢あ

りのままである｣ことや｢そのままでなくありうる｣ことは、さまざまな他者が存在することで

私たちが｢いつも、どこか｣で｢さまざまでありうる｣ことによって担保されるものだ、というこ

とである。私は｢いま、ここ｣で相対する個別具体的な他者との関わりでさまざまな屈性を有し、

私の｢ありのまま｣はそうした屈性によって榊築されている。 「いま、ここjでかくのごとく「あ

りのままである」という現実は、さまざまな他者との関わりで｢さまざまでありうる」ことのひ

とつの可能性が実現したものである(にすぎない)。また、私たちが｢いま、ここ｣で｢そのままで

なくありうる｣のは、「いま、ここ｣で相対する個別具体的な他者以外にも他者が存在し、そうし

たさまざまな他者との関わりで｢さまざまでありうる｣からである。 「ありのままである」ことや

｢そのままでなくありうる」ことは、いわば｢さまざまでありうる｣ことのヴァージョンなのであ

る。

V・社会モデルをふまえた｢障害｣にかかるケア

ロ自己と他者のあいだの関係もしくは行為としての「ケア」

以上のように社会的自我論に依拠すれば、 「ケア｣とは、自己と他者が「いつも、どこか」で

｢さまざまでありうる」ことをふまえて、 『いま、ここ｣で｢ありのままである」とともに｢そのま

までなくありうる｣ことをめざす自己と他者のあいだの関係もしくは行為ということになる．

先にみたように社会モデルの示唆するところでは、私たちのありようをうつしだ

してマジョリティとの差異によってマイノリティが直面する障壁/不利/抑圧が、個

人においてはdisabilityという｢障害｣となり、社会においてはhandicapという｢障害｣となるの

であった。また、 impail･mentが｢障害｣となるのも、それが私たちのありようをうつしだしてマ

ジョリティとの関わりで障壁／不利／抑圧となるときなのであった。念のため繰り返せば、

handicap/disability/impairmentといった概念は、 ICIDHがいうような｢階層｣をなすものと

してではなく、またなんらかの個人や社会に実体として内在するものとしてでもなく、私

たち(｢私たち｣／『私｣)のありようを違った｢位相｣でうつしだすものとみることで、社会モデル

の議論にいかすことができる。

こうした留保をふまえ、社会モデルをめぐる議論をケアの概念に重ね合わせるならば－以

下のような指標を参考に自己と他者が私たち（｢私たち｣／｢私｣）のありかたを問いなおす

というケアのありかたを考えることができよう。

指標a) handicapとされているものに関するケアにおいては私たち(｢私たち｣／｢私｣)が－

「エスニシテイの異なる別の私たち｣（｢彼ら｣)や『｢いま、ここ」と異なる別の私たち」

のありようも含めて－｢いつも、どこか｣で『さまざまでありうる｣ことがふまえられ

ているか。

指標b) impail･mentとされているものに関するケアにおいては、私たち(｢私たち｣／｢私｣)が

－｢私たち」と『私｣の差異や同一性の意味もふまえて－｢いま、ここ｣で｢ありのまま
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である」ことがめざされているか。

指標c) disabilityとされているものに関するケアにおいては、私たち（｢私たち｣／｢私｣)が

－『私たち｣と『私｣の差異のありようや意味もふまえて一『いま、ここ｣で｢そのまま

でなくありうる」ことがめざされているか。

ただし、これは「障害」にかかるケアについてひとつのありかたを素描したもので

あり、障害のあるひとのケアの総体を描きだしたものではない。 「昧害｣は､障害のあ

るひとにとっても、ケアに関わるひとにとっても、 ｜瞭害のあるひとの亜要な、 しか

しひとつの属性である［小柳2009:180f.］。それゆえ、ケアのありかたをめぐっては、

障害以外にどのような属性があるか、またそれらと「姉書』がどのように関わってい

るか、 といったことが問題となる。 1旗害以外の属性もまた私たちのありようにかか

るものであり、私たちは複合的にマイノリテイとなりうることから［オリバー

2006: 14llff. ] 、 「障害」とそれ以外の屈性との関わりは本質的なものである。そして、

私たちが､全体としても、個々においても、他者とともにあることで、 「障害｣やそれ

以外の多様な属性を有して‘ 「いつも、 どこか」で「さまざまでありうる」こと

[diVersity]こそ、handicapを脱櫛築して、 impail･Inentが「ありのままである」ことや

disabilityが『そのままでなくありうる」ことも含めて、 「いま、ここ」で｢ありのまま

である」とともに「そのままでなくありうる」という私たちのありようを実現す-るた

めの根本的な土台なのである。

’河野は、改正障害者基本法や障害者差別解消法において｢障害者｣の定穀に｢｢障害及び社会
的障壁により』と明記されたことにより、社会モデルの観念に規範的意凝が付与された｣[河野
2017:27f】という。

2裏を返せば、医学個人モデルと批判されることもある｢ICIDHは今日においても少なくと
も非専門家の障害理解に対しては大きな影響力を持っている｣と星加はかつて指摘していた【星
加2007:2481,。そして、たとえば障害の『判定｣にかかる制度や現場においては、 「専門家｣も含
めて､ こんにちなお､医学･個人モデルが実質的な影蓉力を少なからず有していることは否定
できないであろう。

3バーンズノマーサーノシニイクスピアは、 ICIDHは医学的定義に依拠しimpairmenを
disability､handicapの原因と認定する個人モデルである、という[バーンズノマーサーノシェイ
クスピア2008:41"J。

4合理的配慮をもとめる国内法の体系が障害を生む社会的障壁の普遍的な解消を完全に
放棄しているというわけではない。たとえば、法にもとづき定められた政府の基本方針第
5その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する迩要郡項では『不特定

多数の障害者を主な対象として行われる率前的改善措世jとしての環境盤備の施策の推進
の必要性が指摘されてはいる[野村･池原2016:291｡

5たとえば、一定の労働力であることを標遡とする近代資本主雑社会がそこから排除される

ものとして｢障害者｣という概念を生んだのだとしても【オリバー2006:941川越がいうように
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「ゆえに」近代資本主淡社会やそれを生みだしたイギリス社会に障害の解消の責任があるとい
うことにどれほどの意穀があるといえるであろうか｡｢社会の責任｣に関しては｢根拠をもとめ
るべき問が山秋み｣なのである[川越2013:55ff.]。

6社会モデルのスタンスをとる論者のあいだでも｢障害｣の概念の核心をどこにおくかについ
ては異なった立場がある。社会的陳腱とそれによって生じる社会的不利をあわせて｢障害｣とみ
る立場もあれば[川島2011:291]， 「結果としての不利｣と｢原因としての社会的障壁｣を分けて前
者を｢障害｣とみる立場も[川勘2011:305]、 「障害｣を社会的抑圧とみる立場もある[堀2012:261]。
｢社会的障壁｣、 「社会的不利｣、 「社会的抑圧｣といった概念は単純に同一視できるものではない
が、いずれも｢障害｣に関わる｢私たち｣のありようを表象する位相であると考えて、小論の議論
では、いずれが陳害概念の核心であるとも前提しないこととする。

7 「私｣のimpairmentは、 「私｣が｢私たちjのなかでマイノリテイであるとき、障壁となり｢障
害｣となる。 「私たち』のimpairmentは、 「私たち｣がそれを包含するより大きな｢私たち｣のな
かでマイノリテイであるとき、障壁となり｢障害｣となる。ただし、 「ろう」をエスニシテイ/アイ
デンティティとするひとたちのようにimpairmentの共有を｢私たち』のよりどころとするので
あれば、そうした『私たち｣において｢私｣のimpairmentは｢障害｣ではない。

8いうまでもなく「ろう」であることを｢私たち｣や『私jであることのよりどころとするひとた

ちは、こうした｢マイノリテイ｣の要件を満たしている。すでに述べたように、小論のいうマイ

ノリティ原理における『マイノリティ｣は、そのような要件抜きに文字通り｢少数派｣を意味する
ものである。

9杉野によれば、ユニバーサル･モデルにはICFのような｢保健学の普遍性モデル』と1.ゾラが
提唱した｢障害学の普遍性モデル』とがあり、前者が｢誰もが何らかの機能障害や活動制限や参
加制約を有している」ことをふまえてその克服をめざす｢健康志向｣の｢健康至上主義』であるの
に対して、後者は｢『潜在的な者jも含めて､｢病人jや『障害者｣で社会の多数派を形成しようとい
う戦略｣をとる『障害の普遍化モデルjである[杉野2014:169][杉野2007:1061。

10 「療育｣や｢特別支援教育』にかぎらず、 『子どもの育ち｣については、たんに｢標準的な発達」
という尺度／まなざしでは捉えられないことから【石橘2005:67厳.]、こどものケアにおいては
とりわけ個性と可能性という観点は重要である。

'’私たちが生きている時間軸や空川軸には、ひとによってひろがりかたに違いがあり、それ
はときに失われているかのどとくであることは知られている。たとえば罷知症となる前と後で

それは異なるともいえよう。

ミードの社会的自我論ではこのようなひろがりのある時lH1･空間は「見かけ上の現在
(specious present)」という言い方で捉えられている。この概念と「Iと1ne」といった自我
の様相との関係については[小柳1993:1501［小柳2009:115f.]を参照。こうしたひろがりを｢い
ま、ここ｣｢いつも、どこか｣という言い方で捉えなおすのは小論における小柳独自の拡張であ
る。
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